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（ 趣 意 ） 
 
２１世紀の国際社会は、わが国唯一の同盟国である米国のパワーと地位の相対的低下と

それに伴う世界の多極化、その大きな要因である BRICｓの台頭、なかでも中国の飛躍的な

経済成長および急激な軍事力の増強近代化と覇権的拡張などの動きが顕著になっている。

このように、日本を取り巻く国際情勢および安全保障環境は大きく、また急速に変化して

いる。 
わが国は、戦後から今日まで終始一貫してきた米国への過度な依存から脱し、主権国家

また世界の主要国として至って当たり前の「自分の国は自分の力で守る」自主防衛を基本

として、足らざるを日米安保（同盟）によって補完強化する安全保障体制への転換が急務

である。 
ちなみに、わが国の安全保障あるいは防衛に関する政策および関係法令は、憲法を最高

規範とし、「国防の基本方針」（昭３２．５．２０閣議決定）を一応の指針として策定され

ていると理解される。 
その憲法は、第９条「戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認」に代表されるように、いわ

ば「国防なき憲法」であり、「軍事（軍隊）なき安全保障」を求めており、安全保障・防衛

に係る重大な欠落や諸制約が存在する。国防および愛国心の重要性そして主権者である国

民の「国防の義務」など、本憲法に欠落している安全保障・防衛上の要件についてはこれ

を補い、集団的自衛権などの諸制約については、憲法解釈の変更などによって可能な限り

これを解決して法的基盤を整備し、わが国の安全保障体制を強化する政治的イニシアティ

ブが強く求められる。 
「国防の基本方針」は、わが国の安全保障あるいは防衛のあり方を示す最も重要な方針

書である。しかし、本基本方針は、わが国の安全保障・防衛政策に一般的な指針を付与す

る地位にあるが、法的な拘束力はなく、有効に機能しているかは疑問である。また、制定

から半世紀あまりが経過し、その非時代性（陳腐化）や戦後体制による拘束などの問題が

表面化しており、全面的な見直しは避けて通ることのできない喫緊の課題となっている。 
一方、わが国の法体系において、安全保障会議設置法、自衛隊法、武力攻撃事態対処法、

国民保護法、災害対策基本法などの安全保障・防衛関係法令は、いわゆる個別的かつ並列

的に作られており、それらに大きな網をかぶせ、包括的にあり方を示す基本法が存在しな

い。そして、「国益よりも省益」の縦割り行政が、国家安全保障あるいは防衛に求められる

総合一体的な取り組みを大きく阻害している。わが国が安全保障あるいは防衛の目的達成

を図るには、これらの問題を克服する組織横断的な法令上・組織上の枠組み作りが不可欠

である。 
また、国際平和協力活動など自衛隊の国外における任務役割が飛躍的に増大しているに

もかかわらず、そのための根拠や条件が十分に整っていない。世界の主要国として、列国

と共同した国際標準の活動を可能とする一般法としての国際平和協力法の制定などの体制
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整備が内外から求められている。 
このように、わが国の安全保障あるいは防衛体制は、憲法問題をはじめとするいわゆる

戦後体制の拘束等によって時代の進展や世界の潮流から大きく取り残されたまま今日に至

っている。つまり、わが国は、激変する国際情勢や脅威が増大する安全保障環境において、

自国の安全を独力で保障する意思と能力を欠き、それがゆえに、世界の主要国として、そ

の地位に相応しい国際的な責任や役割を果たすことができない閉塞した状況下に自らを置

いている。 
それでは、２１世紀のわが国の安全保障あるいは防衛はどのようになければならないの

か―、この問いに答えるためには、現行の「国防の基本方針」に代わって、新たな時代に

おけるわが国の安全保障あるいは防衛のあり方とその基本方針を確立し、それを包括的に

明示する「国家安全保障基本法」の制定が急がれる。 
郷友総合研究所は、過去に、安全保障あるいは防衛問題を中心とした憲法改正に関する

提言を、また、昨年（平成２２年）は、現「国防の基本方針」の抜本的な見直しに関する

提言をそれぞれ行った。そして、本年、これらの成果等を踏まえ、また前述の諸問題に回

答を与えつつ、「国家安全保障基本法」の方向性を要綱（別添）としてまとめる作業に取り

組んだ。本要綱は、あくまで、一試案に過ぎないが、今後のわが国の安全保障あるいは防

衛体制整備の一助となり、その充実発展に些かなりとも資するとすれば、望外の喜びであ

る。 
なお、多くの問題は現行憲法に起因しており、早期の憲法改正が望まれる。しかし、そ

の改正には相当の時日を要するであろうことを踏まえ、「国家安全保障基本法」は現行憲法

下で制定されることを前提として検討した。したがって、諸問題の解決に当たっては、憲

法解釈の変更を求めるものもあるが、基本的に憲法の規定に抵触しない範囲に止めている。 
 

平成２３（２０１１）年４月 
 
日本郷友連盟 
会長 寺 島 泰 三 

（別添） 
 「国家安全保障基本法」要綱 
（付表） 
わが国の安全保障・防衛関係法令および計画の体系と 

「国家安全保障基本法」の位置づけ 
（参照） 
 別冊１ 憲法改正に関する提言：｢国防なき憲法を改正し、国軍を創設せよ」 

別冊２ 新たな時代における日本防衛の再構築のために―新「国防の基本方針」― 
別冊３ 「国家安全保障基本法」の制定を急げ―「国家安全保障基本法」要綱― 
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別 添 

「国家安全保障基本法」要綱 
 
○ 前文 
  日本国にとって、先人が築いた遺産を引き継ぎ、現在および未来永劫にわ

たって国家及び国民の安全を保障することは、至上の責務である。 
わが国は、外部からの侵略等に対する国防を安全保障の主軸とし、外交、

経済、内政そして食料・資源エネルギーの確保などの諸施策を総合的に運営

してその重大な責務を果たすものである。この際、民主国日本の主権者たる

国民のすべてが、愛国心を高揚するとともに、自らが国を守る義務と責任を

負っている主体であるとの当事者意識を共有することが、わが国の安全保障

基盤を確立する上で、最も重要である。 
  また、各国が相互の協力した取り組みを通じて世界の平和と安定を確保す

ることは、国際社会における共通の利益である。わが国は、世界の主要国の

一員として、そのような国際社会及び安全保障環境の構築に、より主体的か

つ積極的そして戦略的に参画しなければならない。 
  わが国は、国家安全保障の意義について、以上のように確認し、憲法に基

づいて国家安全保障基本法を定め、その目的達成を図るものである。 
 
１ 国家安全保障の目的 
  国家安全保障の目的は、世界の平和と安定を図りつつ、主権国家としての

わが国の生存を確保し、国家及び国民の安全を保障することにある。 
  前項の目的を達成するため、以下の各号を定める。 
 
２ 国家非常事態 
（１）国家非常事態の定義 
   国家非常事態とは、国家の生存と安全を確保し、独立と主権を守ること、

そして国内の治安と秩序を維持することなど、国家の死活的利益を脅かし、

国家機能の発揮を極めて危うくする事態をいう。 
この際、外部からの武力による侵略事態を最も重視し、これを基本として

国家安全保障に係わる各種施策を総合的に行うものとする。 
（２）国家非常事態の認定及び承認 
   内閣総理大臣は、国家非常事態が発生した場合又は発生する恐れがある

と認めた場合には、これを認定し、国会の承認を得るものとする。 
特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで自衛隊の出動等
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の所要の措置を講ずることができる。この際、すみやかに、これにつき国

会の承認を求めなければならない。また、国会の不承認の議決があったと

き、又は自衛隊の出動等の措置が必要でなくなったときは、直ちに、措置

の撤回・撤収を命じなければならない。 
（３）国民の権利に関する制限 
   内閣総理大臣は、国家非常事態に際し、その対処に必要最小限の範囲で、

国民主権の一時的委任及び財産権等の国民の権利の制限について、所要の

措置を講ずることができる。 
 
３ 国家安全保障体制 
（１）最高指揮権限者 

内閣総理大臣は、国家安全保障に関する最高指揮権限者であり、国家非

常事態において、行政府を直接指揮監督する権限を有する。 
（２）国家非常事態最高司令部（対策本部） 

国家非常事態の発生に際しては、直ちに、内閣に国家非常事態最高司令

部（対策本部）を設置する。 
内閣総理大臣は、通常、国家非常事態最高司令部（対策本部）において

指揮監督を行うものとする。 
（３）安全保障会議等 

国家非常事態など安全保障に係わる国家的意思決定を行う内閣総理大臣

を補佐し、助言するため、内閣に安全保障会議を付置する。また、内閣総理

大臣の情勢判断に資する国家情報組織あるいは各省庁の情報組織を統合す

る仕組みを常設し、安全保障会議の下に置くものとする。 
安全保障会議は、国家の各種施策を総合一体化して安全保障の目的を達成

するため、安全保障の基本方針及び重要事項について審議する。 
安全保障会議は、関係閣僚をもって構成するとともに、内閣総理大臣に対

して軍事専門的助言を行う最高位の自衛官（統合幕僚長）並びに国家情報組

織の代表を正式構成員として参加させるものとする。 
（４）行政府 
   内閣府は、安全保障会議が定める基本方針等に基づき、関係省庁と調整

して、国家安全保障基本計画を策定する。 
   各省庁は、本基本計画に基づいて、所管する事項に関する諸計画を策定

するとともに、所掌事務を積極的に推進する。 
国家非常事態の発生に際し、各省庁は、国家非常事態最高司令部（対策

本部）を中心として総合調整を行い、又は内閣総理大臣の指示に基づき、

行政府が一体となって万全の措置を講ずるものとする。 
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４ 国家安全保障の主軸としての国防 
（１）国防の目的 

国防の目的は、直接及び間接の侵略並びに不法行動等を未然に防止し、

危機の発生に際してはこれを回避し、万一侵略が行われるときにはこれを

排除し、もって天皇を象徴とし、自由、民主主義、人権ならびに法の支配

を基調とするわが国の生存と安全を確保し、独立と主権を守ることにある。 
（２）国防の基本方針 

     国土防衛を基本とし、主要な脅威に有効に対処できる防衛力を着実に整

備し、国家の諸力を総合発揮して、自主的に国家防衛を全うする。 
この際、米国との安全保障体制を堅持し、もってわが国の安全保障を補

完強化する。 
（３）自衛隊 
  ア 国家安全保障及び国防の目的を達成するため、防衛力として、自衛隊

を組織するとともに、これを適切に整備・維持・運用して個別的及び集

団的自衛権を行使する。 
    また、自衛隊をもって、世界の平和と安定のための諸活動に積極的に

参加し、わが国の安全と繁栄の増進に資するものとする。 
イ 内閣総理大臣は、自衛隊の最高指揮官であり、国家非常事態において、

これを直接指揮監督する権限を有する。 
（４）自衛官の地位等 
   軍事組織（軍隊）の構成員である、いわゆる軍人としての自衛官の身分

を確立し、その地位及び権利義務を定めるものとする。 
      

５ 国際的な安全保障環境の整備 
国際連合の活動を支持し、多様な価値観を有する国家間の協調をはかり、世

界の平和と安定の維持並びに地球的諸問題の解決に積極的に参画する。また、

周辺諸国との友好協力関係を拡大して、わが国の安全保障環境を整備する。 
この際、日米安全保障体制を基軸とし、国益を踏まえて、条約・協定等の締

結、経済協力、軍備管理等を適切かつ戦略的に推進する。 
また、自衛隊を国際平和協力活動等に積極的に参加させるものとする。 

 
６ 安全保障基盤の確立 

愛国心に溢れる国民の国を守る義務と責任を基礎とし、民生を安定し、防衛

産業及び技術基盤を維持し、備蓄を含めて食糧・資源エネルギーを確保し、国

土交通・情報通信・救急医療などの整備に当たっては有事の要求に配意して、

国家の安全を保障するに必要な基盤を確立する。 
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７ 国民保護（民間防衛）体制の整備 
外部からの武力による侵略等の国家非常事態に際して、国民の生命、身体

及び財産を保護し、被害を極限するため、住民の避難、避難住民の救護、武

力攻撃によって生じた被害の復旧、放射性物質等による汚染への対処など、

国民保護（民間防衛）の体制を確実に整備するものとする。 
 
８ 国、地方自治体および国民の責務と相互の連携 
  国は、国家安全保障基本計画及び各省庁が策定する諸計画等に基づき、地

方自治体に対して必要な方針等を示すとともに、国民に対して必要な情報を

提供し、その理解と協力を得る責務がある。この際、指定公共機関及び関係

する NPO 等との連携に留意する。 
地方自治体は、国家安全保障基本計画等の方針を受けて、一貫性のある国民

保護計画等を策定し、国に密接に協力するとともに、その地域内における国民

の安全を直接確保する責務を有する。 
国民は、国家の主権者として自ら国を守る義務と責任を負っている主体であ

るとの当事者意識を堅持し、わが国の安全保障の確保に進んで必要な協力を行

う責務がある。 
そして、国家非常事態に際しては、国、地方自治体及び国民の三者が、国の

指導監督の下、相互に連携協力し、一体となって万全の措置を講じるものとす

る。 
 
９ 安全保障の法的基盤の整備 
（１）憲法第９条の解釈 
   国家安全保障の目的を達成するため、憲法第９条の規定について、次の

ように解釈するものとする。 
  ア わが国は、個別的又は集団的自衛の固有の権利を有し、これを適正に

行使することができる。 
この際、集団的自衛権の行使については、①同盟国が攻撃を受け、又は

受ける恐れがあること、②当該国の要請があること、③わが国の防衛及び

自衛隊の行動に重大な支障のない範囲に限ることの条件を満たす場合に、

予め国会の承認（緊急な場合は、事後承認）を受けた上で、発動は内閣総

理大臣の命によるものとする。 
イ わが国は、政策としての「非核３原則」を随時見直し、核抑止・対処の

体制を強化することができる。この際、NATO 諸国の例に倣い、米国との

核共有のあり方等についての論議あるいは検討を妨げないものとする。 
ウ わが国は、周辺諸国の核ミサイル等、大量破壊兵器による脅威の顕在化
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に対応するため、自衛権の範囲として自衛隊に敵基地攻撃の任務と能力を

付与することができる。 
（２）防衛関係法令の見直し 
   自衛隊が国際標準の行動及び活動ができるように、自衛隊法あるいは国

際平和協力法など現行の防衛関係法令における警察官職務執行法の準用あ

るいはそれに類する権限規定を見直し、国際法規及び慣例を基準として、

ネガティブ・リスト方式の法体系に改める。また、国際平和協力活動など

海外派遣の任務の増大等を踏まえ、自衛隊は隊規維持のための個別の法を

保持し、最高裁判所への上訴を可能とする裁判組織を設置できるものとす

る。 
（３）国家安全保障の目的達成に必要な法令の整備 
   いわゆる有事法制の研究のうち、これまで整備が行われたものを除き、

防衛省所管の法令（第１分類）、防衛省所管以外の法令（第２分類）及び所

管が明確でない事項に関する法令（第３分類）の未整備の分野、その他平

時から有事に至る防衛及び警備に係わる関係法令を、鋭意整備するものと

する。 
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付 表 
 

わが国の安全保障・防衛関係法令および計画の体系と 

「国家安全保障基本法」の位置づけ 

 
 
 
 
 
 

 
 
    ＜凡例＞       現行の体系 

（平成２０年版｢防衛ハンドブック｣等から抜粋） 
               「国家安全保障基本法」制定後の体系 
          ※ 「国防の基本方針」は「国家安全保障基本法」に吸収 

防衛計画の大綱 

中期防衛力整備計画 

年度業務計画 

国防の基本方針（※） 
（昭３２．５．２０閣議決定） 

 憲      法 
（わが国の国家像／国家目的） 

国 家 安 全 保 障 
基    本    法 

安全保障・防衛 
関 係 法 令 

各省庁等が所管する 
安全保障・防衛政策 

「国家安全保障基本法」とは、わが国の安全保障のあり方とその基本方針を定め、

安全保障・防衛関係法令および政策に大きな網を被せる包括的な基本法のことで

ある。 
 


